
「個人番号利用目的同意書兼個人番号提供書」等の取扱手順 

(平成 31年３月 20日策定) 

 

１．高等学校等就学支援金（以下「支援金」という。）支給事務に伴う個人番号は、原則と

して「個人番号利用目的同意書兼個人番号提供書」（以下「提供書」という。）から収集

する。 

 

２．提供書の取扱いに携わる職員は、学事振興課に所属する職員に限定し、所属長を責任

者とする。 

  なお、密封された提供書においては、各私立学校（以下「学校」という。）の担当者も

保護者から受領することができ、その責任者については、各学校で定める。 

 

３．学校は、保護者から密封された提供書を受領した後は、特定個人情報等運用状況記録

票（以下「記録票」という。）に担当者の職名・氏名、受領年月日、取得情報、通数を記

録し、学事振興課に提供書を受け渡すまで施錠できるキャビネット等で厳重に保管する。 

 

４．学校が学事振興課に提供書を郵送する場合は、特定記録、簡易書留等送達過程が記録

され、確実に発送・受領が確認できる方法とする。 

  なお、発送する際は、記録票に担当者の職名・氏名、発送年月日、取得情報、通数を

記録し、発送日及び到着予定日を学事振興課の担当職員に伝えた上で発送する。 

 

５．学事振興課の担当職員は、学校から提供書を受領した後、記録票に担当者の職名・氏

名、受領年月日、取得情報、通数を記録し、速やかに提供書の内容を確認する。 

提供書はスキャニングを行い、データ化する。提供書は１年間保管した後に破棄する。

データは当該生徒の卒業後５年間保管し、その後破棄する。 

なお、提供書等を廃棄する際は、「特定個人情報管理台帳」に廃棄担当者の職名・氏名、

廃棄日、廃棄方法を記載する。 


